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経済論叢 〔京都大学)第159巻 第1・2号,1997年1・2月

異動をめ ぐる労使協議の変遷(2)
一 化繊産業の事例一1

久 本 憲 夫

m高 度 経 済 成 長期 の(1960-1973年)の 異動 と労 使 協 議

(配転 ・出向の急増 と労使協議体制 の制度化)

高度経済成長期には,処 遇制度にみられるように組合員の 「社員化」が進み,

組合員とくにブルーカラー組合員の企業内における地位の安定化,ホ ワイ トカ

ラーとの均一化が進んだが,他 面,そ れは出向の日常化や要員管理の厳格化に.

代表される労働のフレキシビリティー化が進行した時代で もあった。こうした

なかで多くの民間大企業では,事 前労使協議 システムが深化 し,相 互信頼的労

使関係が徐々に確固とした ものとなりつつあったようにおもわれる。

化繊産業においては,1960年 代はスクラップ ・アンド・ビル ドの時代であ り,

レーヨンから合成繊維への移行期であった。そのため各社 とも大量転勤を相次

いで行なつ.た。設備の高度化,装 置産業化のいっそうの進展,従 業員数の減少,

従業員に占める女性比率の大幅な低下,従 業員数の減少がおこる。その意味で

は,我 が国の産業構造の転換が他産業よりも特徴的な形でおきた産業であった。

以下では,東 レ,三 菱レイヨンを中心 として,異 動をめぐる労使協議を跡付け

ることによって,企 業内労使関係の成熟過程を確認 したい。

調

1東 レの 事 例

(1}1960年 代 の 変 化

図1と 表5は 東 レ の 従 業 員 数 と 要 員 数 の 推 移 で あ る287昭 和20年 代,30年 代

28}東 レ株 式会社(1977)『 東 レ50年 史1盟6-1976』270ペ ージ。
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図1従 業 員 数 と要 員 構 成 比 率 の 推 移(万人)
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22〔22).第159巻 第1・2号....

を 通 じて一 貫 して増 加 して きた 従業 員数 は,昭 和40年(1965年).を ピ}ク と し

て 減少 に転.じる。 こ の図 表 に は記 して い な いが,第 一 次 オ イ ル シ ョ ック後,さ

らに従 業員 の減 少 は進 む 。 企 業 本体 の ス リム化 の進 展 で あ る。 ピー ク特 約3万

人 を数 え た従 業 員 は,1993年 時 点 で は,約1万 人 とな って い る。 実 に,3分 の.

1に 減 少 してい るわ けで あ る。 そ れ は,装 置 産 業 化,分 社 化,さ ら に嫉 生 産拠

点 の海 外 展 開 の結 果 で あ る。 また,.男 性 比 率 螺,現 在 で は.8割 を超 えて い る が,

こ う した状 況 は昭 和30年 代 か ら40年 代 にか け て急 速 に進 ん だ こ とが 表5か ら読

み取 れ る。

出 向,応 援 等 の制 度 が労 使 間 で定 め られ た の は高 度 成 長 期 で あ る。 そ れ ま.で

は,会 社 の 内規 と して 定 め られ て い た。 内容 的 に はそ れ ほ どの 変 化 は な か っ た

縁懸篶灘 藩 論 縫1織l/
実 に1,500人 に も及 んで い る。 こ う した こ とか ら,組 合 と.して もそ の都 度 中 央

委 員 会で 態 度 決 定 した の を改 め 「対 策 委 員 会 」 を設 置 し専 門 に この 問題 を扱 う

こ とに して い る。企 業 内労 使 協 議 は 大量 転 勤 な どを 中心 にお こな わ れ た 。事 前

協 議 が こ う した 問 題 を越 えて,.よ.り 広 い 領 域 を扱 うよ うに な る の は,1965年 以

降 の こ とで あ った 。 そ れ は ま た 要員 管 理 の厳 格 化 が 進 ん だ 時 期 で あ った 。

大 量 転 勤 につ い て,労 働 協 約 は 次 の よ う にな って い た90)(1959年 時 点〉。 「22

条 組 合 員 の配 置;転 勤,職 務 替,応 援,出 張 は会 社 が 命 ず る 。 但 し,次 の 各.

号 の場 合 は それ ぞ れ次 に定 め る措 置 を とる もの とす る。① 組 合 員 の 転勤 につ い

て は 会 社 は 組 合・に通 知 す る。 ② 組 合 員 を 大 量 に転 勤 転 籍(課 間 異動 の こ と

… …引 用 者)さ せ る場 合 には組 合 と協 議 して 行 う。 ③ 組 合 役.員は転 勤 ,転 籍 さ

せ る場 合 に は組 合 の 同意 を え て行 う。」 ここで 「大量 」 とい う用 語 の使 わ れ 方

は,か な り曖 昧 で あ る。 「例 え ば,200人 ぐ らい の事 業 場 な ら4,5人 で も大 量

29}『 東 レ労 働 組 合 史 .第3巻 』608ペ ー ジ。

30)『 東 レ組 合 新 聞」 第176号(1959年8月11H)。
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異動をめぐる労使協議の変遷:2ユ(23)23

に な る し,ま た何 千 人 の事 業 場 で あ って も一 つ の 職場 か ら ま と ま っ てユ0人も20

人 も動 か され た ら大 量 と判 断 され る」 と して,]956年 の2、000.人 の事 業場 か ら

30人 の 転勤 の例 を 引 き,こ れ は大 量 と見 な して 本 部 団 交 を お こ な った とい う。

これ は,現 在 の東 レ労 使 に よ る 「大 量 」 の 定 義 つ ま り 「同 一 時 点 に複 数 の 異

動 」 は大 量 で あ る とい う定 義 よ り もか な りゆ る い 。

また,同 じ紙 面 に は会 社 か らの 大 量 転 勤 申 し入 れ が載 っ てい る。

「転 勤 の 口的 は三 島工 場 内 の 開 発 部 テ トロ ン フイ ル ム設 備 の新 設 に伴 い,現 在

名 古屋 工 場 で 試 作 中 に研 究 部 テ トロ ン フイ ル ム室 の仲 間 を そ っ く ゆ移 そ う とす

る もので あ る。 男 子ば か り94名 を9月 に18名,10月 に62名,ユ2月 に1名,1月

.に13名 を夫 々分 け て転 勤 させ よ う とす る 内容 で,転 勤 者 の待 遇 は従 来 どお りの

扱 い とい う こ とで あ る。 … …'.'

また,4月 に発 足 した 岡 崎 工 場 で は,人 員 充足 計 画 を検 討 して い る模 様 で あ

るが,そ の 中 間的 な計 画 が 連 絡 の形 で 本部 に知 ら され たの が 別 表(表6)で,

岡崎 工場 が12.5ト ン生 産 の た め に 希 望 して い る数 字 で あ っ て,必 ず し も決定 し

た数 字 で は な い。 具 体 的 に決 定 す れ ば改 め て 申 し入れ が あ る こ と にな って い る

が,そ の時 に組 合 と して の 検 討 を加 え た い とお もっ て い る。」

「昭和30年 代 に入 って,繊 維 の 消 費動 向 は レー ヨ ンか ら合 成 繊 維 へ と急 速 に

かわ りつ つ あ った。」31〕こ う した状 況 の な かで,.東 レは1962年 初 めか らの滋 賀工

場 第..・工 場 の レー ヨ ン糸 収 束 と,普 通 ナ イ ロ ン糸 の増 設,岡 崎 工場 の ナ イ ロ ン

設備 の移 動 計 画 を決 定 し,1961年8月.12日,組 合 に提 案 して きた。

組 合 は 中 央委 員 会 で この提 案 を承 認す る と とも に,滋 賀 工場 労使 で 小 委 員 会

を 設 け,具 体 的 な検 討 を は じめ た。1961年12月27日 に,会 社 は 「第 一 工 場 の

レー ヨ ン生 産 をや め て,ナ イロ ン糸 の増 設 を行 な うた め 男 子 は撤 去 作 業 に,女

子 は撤 去 作 業 お よ び整 備,清 掃 作 業 に従 事 し,さ ら に.本人 の 希望 で作 業 に支 障

の ない よ う限 り許 可 休 日を 与 え る」 と提 案 して きた 。 組 合 は,.E部 団体 た る全

繊 同 盟 の.承認 を受 け る と と もに,会 社 に対 して臨 時 中央 委 員 会 で この 申 し入 れ

31)陳 レ労働組合史 第2巻3177ペ ージぴ

ー

ザ



1
}

24(24) 第159巻 第1・2号

表6岡 崎 工 場 転 属 計 画 表(12.5ト ン〉

主任 班伍長 一 般 合計

男 6 12 43 61

滋 賀 女 10 7 17

計 6 22 50 78

男 2 10 21 33

愛 媛 女

計 2 10 21 33

男 2 2

瀬 田 女

計 2 .2

男 5 16 66 87

名古屋 女 暫

計 5 16 66 87

男 5 23 50 78

愛 知 女 8 80 朋

計 5 .31 130 166

男 3 3

三 島 女

計 3 3

男 18 63 183 264

合 計 女 18 87 106

計 18 81 270 369

出典:「 東 レ組合新聞1第176号(1959年8月11日)

をうけることを決定した。滋賀事業場では第一工場の具体的な収束計画がすす

められた。このとき組合が会社に要望 した点はつぎの とお りである。

A

B

C

D

E

更衣室,食 事場所 および休憩室 など職場環境 は従来 どお り確保 する。

応援 作業の責任者 を明確 に し,勤 務 は原則 として 日勤 とす る.

応援 者の人事考課 は応援前 の時点で査定す る。

応援 作業計 画およびナイロ ンの教育計 画は事前に組合へ通 知す る。

許可休 日の取 り扱 いにつ いて,手 当て,休 日付与方法,寄 宿舎で の取 り扱い など,
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異動をめぐる労使協議の変遷②

具体的 な問題は組合の意見を尊重す る。

F許 可休 日の受け付 け窓口は組 合 とす る。

G許 可休 日によって不利益 な取 り扱 いは しない。

H安 全には特に留意す る。

(25)25

組 合 史 も記 す よ うに,労 働 組 合 が 許 可 休 日 につ い て 窓[に な った こ とは,特

筆 す べ き こ とで あ った。 この 第 一 工 場 収 束 の 結 果,所 属 部 局 の 変 更(「 転 籍 」

とい う言 葉 を使 っ て い る)や 転 勤 で 約800人 の組 合 員 が 異 動 して い る 。

第 一工 場 の収 束 に と もな って,滋 賀 工 場 で は 大 量 の余 剰 人員 が 存 在 す る一 方,

三 島工 場 や 名 古 屋 工場 で は設 備 増 設 な どの結 果,多 くの要 員 が 必 要 で あ った 。

そ こで,会 社 は1962年 末 まで10数 回 にわ た って主 に繊 維 生 産 部 門へ の 転勤 を組

合 に 申 し入 れ る こ と とな る 。 そ の 数 は 実 に1500人 に もお よん だ32}。そ の後,第

二工 場,第 三 工 場 も1962年 か ら63年 に か け て相 次 いで 収 束 し,滋 賀 工 場 か ら

レー ヨ ン生 産 は消 えて し ま った鋤。

32)「 東 レ労働組合史 第2巻1182ペ ージ。

33}同 上,189-193ペ ージ。す でにみたよ うに,東 レは第二次大戦直後 から協 調的な労使 関係 を維

持 して きたが,現 在 の労使関係 と同一であ るとい うことはできないであろう。 のちにみ る出向問

題のみな らず,解 雇や 月給者選考問題 など労使関係 上基本的な問題 につ いて必ず しも合意に達 し

ていなか ったか らであ る。た とえば,会 社は 「予告 解雇」 を1963年 の協約改定時 に提案 してい る。

これに対 して.組 合 は①精神 または身体に障害があ るとい うの}ま休職 との関係で曖昧 となる、②

勤 務成績 に関係す る条文 はいれない,③ 技能,能 率 不良の問題は適正配置がお こなわれてお り協

約 化は不用 である,④ 業務上の都.合による ものは組 合 との協議で なければ ならない。 として,会

社案 を拒 否 している。会社は① 精神 または身体 障害,老 衰,虚 弱,疾 病 と,② 技能,能 率不良の

ふ たつは原案 を主張 し,そ の他 の理由は撤 回した.結 局,次 の内容で チ曾解雇 は 妥結 を見た。

「組合 員が不具廃疾な どのため美称にたえないと認めたときは解雇す る。 この場 合は,組 合の意

見 を聞 く。」

1964年 の改定交渉で も会社は① 「技 能,能 率不良.」を理由 にす ることを要求 している.ま た,

②待 命制度 の実施③ 「事 業場社 員の異動 は会社が指名す る。 この場合正当な理由がなければ拒 め

ない。」④ 「出向 中の組合員 はス ト不参加者 とす る」 ことを求めた。それぞれについて の組合 の

回答 はつ ぎの ような ものであ ワた。①予告解雇改定 の必要な し②復 職の不安あ り反対③ もし事業

場社員の異動を指名す るならば,本 社社 員と同待遇 の扱いを考え るべ きである。 とくに住宅 につ

L.・て配慮すべ し④ 反対。 会社 は①② を撤 回 し,③ については 「事業場社員の異動 は技能,職 識,

経験,生 活条件を考慮 して決める」 と して妥結。また.事 業場に運営委員会を設 け,住 宅補助金

.制度 を設 けた。 このように会社 は,「 終身雇用」 に疑念 を抱 いてお り,通 常解 雇の可能性 を模索

していた ことがわかる。 とはいえ,高 度経済成長期で もあ り,相 互 信頼的労使関係 をいためて ま

で,経 営側 もご り押 しす る必要 はなか った し,ま た しなかったので ある。 同.ヒ,686-693ペ ージ。



26〔26)第159巻 第1・2号

② 第一次合繊不況と事前労使協議の充実

大量異動が頻繁になるにつれて,出 向制度の整備が必要 となってくる。具体

的に出向が労使の交渉対象 となるのは,1960年 のことである。同年の労働協約

改定時に,組 合員の異動項目に出向を加えることが,予 告解雇の新設と並んで

会社改定案の中で示されたのである。組合は出向制度について,① 本人の同意

を必要 とすること,② 出向者は出向先での課長級以上を非組合員とする,③ 出

向条件を協約にすることを申し.入れた。これに対 して,会 社は①出向条件は覚

書または確認事項で明確にす る。②非組合員の件は出向先の職務を考え東 レ労

使で決める,③ 出向先でストがあったときは原則として東レに引き取 り,.給与

は保障する。④大量の場合と組合役員の出向は転勤 と同 じに扱うとした。結局

同年(1960年)7月 出向制度を認めることにし,「出向者に関する確認事項」

として労使の調印をおこなった。この確認害は出向期間などで若干の改定を経

て,現 在に至っている㌦

第一次合繊不況は,こ の事前労使協議の深化に大きな影響をあたえた重要な

.事件であった働。ナイロンとポリエステルの供給過剰による不振は,両 製品を

主力としていた東 レには深刻であった し,他 社に対する圧倒的優位性がゆらい

だ事件であった。まず,1965年2月 に開催された中央生産委員会で,社 長が組

合の協力を要請するとともに,会 社から業績改善の具体策を策定 し実行するた

めの労使による特別委員会の設置が提案された。組合はこれに喜んで応 じ,こ

3の196三.牟 に締結 された 「出向暫 の取 り扱い に関す る確認書」は 『東 レ労働組合史 第3巻 」637-

646ペ ー ジ。なお,組 合史には記述の矛盾があ り,は じめて調 印 したのは1960年 か1964年 か不明

であ る。基本協 定が1960年 に調 印され,よ り詳細な協定の締結が1964年 なので あろう。 出向応援

手 当の新設,出 向先の選択基準,賃 金保障,成 績保障な どは第.次 合繊 不況期 に整備 された と記.

されてい る。

なお,出 向協 定に関するその後の変化 と して重要 なの は,分 社 化の結 果 として1197⑪ 年,ほ と

んどすべてが出向者か らなる会社へ の出向 の扱いがその他の会社 と区分された ことで あろう。 こ

れ らの会社の圧倒的な部分が 出向者で構成 されてい るとい う実態を踏まえ,労 働 協約 につ いては

東 レの労働協約 を全面的に遵 守 し,東 レと何等変わ らない労働条件を保 障する一 方.出 向期 間に

つ いては期限 を定めない とす るものである。これ は,組 合 にとってみれば同 一労働 条件 が制度.ヒ

確保 され たことを意味 し,容 認 しうる ものであった。

35>以 下 の記述 は,同1'.604-624ペ ー ジ,お よびr東 レ労働組合史 第2巻 」⑳9-234ペ ージによる。
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異動をめぐる労使協議の変遷②.(27)27.

の 委 員 会 で,操 短 に よ っ て余 剰 と な った 要 員 の 活 用 が 最 重 点 問題 と して と りあ.

げ られ た 。 対処 策 と して 関係 会社 へ の 応 援,出 向,一 時 休 暇 が実 施 され た 。

従 来,技 術 指 導 な どの 目 的で 出 向 は お こ なわ れ て い た が,雇 用 調 整 手 段 と し

て の 出 向 は 自ず と意 味が 異 な る。 組 合 の基 本 方 針 は① 組 合 員 の大 量 応 援,出 向

は 必 ず 労使 事前 協 議 の対 象 とす る。 ② 出向 者 の 人 選 に 当た って は本 人 の納 得 と 、

理 解 を 前提 と し強 制 しな い。 ③ 賃 金 そ の他 の 労働 条 件 お よび復 社 後 の処 遇 な ど

に つ い て は 一切 不利 な扱 い は しない,と い.うこ とだ った 。 そ して この方 針 の も

とに 大 量 異 動 に 組 合 は積 極 的 に.協力 して い く。 当 時 問題 とな った の は 「大 量 」

の 定 義 で あ った 。す で に み た よ う に,何 を も って 「大量 」 と位 置 づ.けるか 不 分

明 だ った の で あ る聞}。この 決 着 はつ か な い ま ま,実 際 の 大 量 異 動 は事前 労使 協

議 め な か で 処理 さ れ て い く.こ の プ ロ セ スの な か で,事 前 労 使 協 議 シ ス テ ム 自

体 が 拡 充 ・整 備 され て い くの で あ る。 そ して,組 合 史が 語 る.ように,「 大 量 」

の 定 義 問題 の解 決 は労 使 の相 互 信 頼 に も とつ く真 の 事前 協 議 が労 使 間 に定 着 す

るの を 待 た な くて は な ら なか った 。

この 不 況 期 に,社 内 転 勤,「 転 籍 」(配 置 替 え の こ と)977名,社 外 へ の 出

向 ・応援 は 国 内2482名,海 外18名 にの ぼ った 。 主 な 出 向 ・応 援 先 は,関 係 会 社,

関 連 会 社,プ ロ ダ ク シ ョン チー.ムな どで,そ の ほ と ん ど は繊 維 関 係 の 業 務 で

あ った 。つ ま り,こ の時 期 は 出向 の 量 的 拡 大期 で あ った 。 したが って,職 種 的

に は 同種 の もの に 限 られ てい た。 職 種 を また ぐ出 向 は,個 人 と して は キ ャ リア

か らみ て不 都 合 が 多 く,ま た 企 業 と して も生 産性 も低 下 す るか ら,当 時 は まだ

ほ とん どお こな われ てい なか った の で あ る。 とは い え,そ れ まで ご く一 部 の従

業 員 に か ぎ られ て い た 出 向や 社 外 応援 とい う異動 が,一 般 組 合 員 に まで 本 格 的

に 広 が っ た こ と 自体 大 変 化 で あ り,労 働 組 合 や 組 合 員個.人に と って,.雇 用 や

36)「 東 レ労働組合 史 第3巻 』606ペ ージによれば,「 組合 は,従 来の個別人事異動(本 社扱 い社

員の社報 による異動)以 外 はすべて労使協議 の対象で あるとい う考え方か ら2名 以上を同一 目的

で興動 させ る場合 は労働組 合の事前の合意 が必 要で ある と主張 し.こ れ に対 し会社は,そ れでは

会社 の人事権 の侵害であ るとい う考 え方 であ った詞 この時点で は,組 合 のスタンスはよ り明確

になっていることがわかる。
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キ ャ リ アへ の 不安 や とま どい は決 して小 さい もので は なか った とい え るだ ろ う。

当 時 の状 況 に つ い て,組 合 史 は記 す 。 「現 在 で こ そ(昭 和52年10月 現 在 … … 引

用 者),社 外 応 援 も出 向 も 日常 的 とな って い るが,一 部 の管 理 者 や技 術 者 な ど

特 定 の 限 られ た 人 の 問題 と して取 り扱 わ れ て い た 制 度が,一 般 組 合 員 に も適 用

され る こ とに な る と,そ の対 応 は当 時 と して 非 常 む ずか しい もので あ った 。」37>、

また,こ の不 況期 に は 「・...・時 休 暇 」 が6カ 月 間 にわ た って全 社 で 実 施 され て い

る。 労 使 交 渉 の結 果,賃 金 は70%保 障 で期 末給 与 は100%支 給 が 条 件 で あ った。

対 応 は各 事 業所 で 異 な って お.り,1ヵ 月 あ た り2日 を基 準 とす る と ころ もあ れ

ば,長 期 休 暇 を み とめ る事 業 所 もあ った 。 た とえ ば,1ヶ 月 に2日 休 んだ と し

て,労 働 日が 仮 に25日 とす る と,月 例賃 金 は,(23/25)+(2/25)XO.7=0.976

と な る。 こ れ は,2.4%の 収 入 減 を 意 味 す る。 ワ ー ク シ ェ ア リ ン グそ の もの で

あ った 。 これ を め ぐる 全繊 同盟 本 部 と東 レ労 組 との対 立 は,合 繊 の規 制 力 の弱

体 化 を示 す もの で あ った。 この と きは,1957年 当 時 と異 な り,企 業 内 で 一 方 的

対 応 を決 め,全 繊 同盟 へ の連 絡 は ほ とん どな され て い な い。

ユ964年 め 第19回 定期 大 会 で,組 合 は.スロー ガ ン と して 「事 前 協 議 の徹 底 」 を

あげ,翌 年.の第20回 定 期 大 会で はつ ぎの よ う な報告 が お こなわ れ てい る。

「… …今 日ま で の事 前 協 議 は転 勤,出 向 問題 な ど企 業 の体 質改 善 につ い て,

そ の ほ とん どが会 社 に対 す る協 力 的 な もの ば か りで した。 これ だ けで は事

前協 議 は 正常 に は 育 っ て い きませ ん。 これ を育 て るた め に は,緯 合 員 に も

利 益 とな る問題 を 長期 計 画 の なか に盛 り込 ん だ 繁栄 策 を掲 げ るべ きで あ り,.

これ こそ 事 前協 議 の主 体 とす べ き もので す 。」謝

具 体 的 な施 策 と して,ま ず 中央 に お け る労使 協 議 制度 の整 備 ・充 実 が あ る。

1965年 ユ月 の 中央 生 産委 員 会で,下 部 機構 と して分 科会 を設 け,当 面 す る問 題

を労 使 で 検 討 す る こ とに な った。 こ の と き取 り上 げ られ た テ ー マ は,要 見 技

能 教 育,定 年 制,東 レ製 品愛 用 な どで あ った 。 と くに 要 員 問題 は 要員 の 質 と量
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37)「 東 レ労 働組 合 史 第3巻 」607ペ ー ジ。

38)同 上,6田.ペ ー ジ。
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について労使で望ましいあり方を話 し合おうとするもので,昭 和20年 代にはほ

とんど考えられないものであった。分科会の設置とならんで,従 来の中央並産

委員会は社長の出席をもとめて会社の トップポ リシーを中心 とする場と,担 当

部門常務の出席する.協議の場に分けて運営されることになり,1965年2月 に中

央生産委員会は 「労使経営協議会」と改称されることとなった鋤。

『組.含史』の表現を借 りれば,従 来,「要員問題はあまり重視されず,雇 用,

配置,異 動などは概 して固定的で,ず さんな要員計画にもとつ く管理がなされ

ていた心」細ユ965年に7回 ひらかれた要員分科会では,所 要人員の把握と活用人

員の吸収,調 整,休 日休暇管理の計画性の導入,減 耗要員の適正化と退社管理,

中高年齢層の有効活用などが取 り上げられた。その答申案はつぎのようなもの

であった。①テーマが多岐にわた り短期間には結論が出ないので,要 員分科会

活動は今後 も継続する。②要員管理が生ぬるかったので,今 後は要員月報制度

を設け合理化の進展状況を把握する。研究関係の合理化も推進する。③退社率

の増大につれて年度はじめの減耗要員の抱え方が大きくなっているので,計 画

的に最小限にする方法を研究する。④休 日休暇の取得を計画化する。⑤男子労

働力有効活用。具体的には交代制勤務の変更。

要員問題という非常にデリ.ケー トな問題について,労 使協議がもたれるよう

になったとい うことは,一 面では事前協議制の深化であるが り,他面では要員

管理の厳密化が,昭 和40年 不況 とともにはじまったことを示 している。

'(3)要 員管理の重大化

要員分科会の設置からわかるように,要 員の厳格化がこの時期重要なテーマ

として労使の問で取 り..ヒげられている。きっかけは,先 にみた第一次合繊不況

39)社 史は,「 この時期か ら当社 の労使関 係は,事 前協 議の精神を基本 と し,密 度 の高い話合 いの

場 を築 いてゆ く第3期 の時代 に入 った」 と記 している。 『.東レ50年 史1925-1976』280ペ ージ。

40)『 東 レ労働組合史 第2巻 』 甜6ペ ージ。

41)な お,1265年 には じまった定年分科会で は,翌66年 に定年60歳 制度が他社に先駆けて合意 ,実

施 され ている。
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であ。た..れ を境に蝶 の顯 改善が勅 られるよう。な。てくる.、 の不.鐸

況 は短 期 の う ち に 終 了 した が,そ の後 の労 働 時 間 短 縮 や 交 代 制勤 務 問 題 にあ.、..

た って,要 員 とい うテ ー マ は重 要 な ポ イ ン トとな る。 さ らに あ い つ ぐ設 備 増 強

や新 工場 建 設 の と きに も,常 に重 視 さ れ る こ と とな る 。

この 時期,要 員管 理 が 重 視 され る理 由 は い くつ か あ る だ ろ う,ま ず,国 際 競

争 力 の維 持 ・強 化 の 観 点 か ら して,少 数 精 鋭化 を企 業 が.従業 員 に もとめ よ う に

な って きた こ とが あ る。 従 業 員 の ほ うも,「 社 員」 と して の 処 遇 を前 提 と して,.

そ れ に応 じてい った 。 また 経 験 を つ ん だ 熟 練 労働 者 の不 足 も一 因で あ った よ う

に お もわ れ る。 当 時 は若 年 労 働 力 不 足 も問題 で あ っ た けれ ど も,熟 練 労 働 力 不

足 の ほ うが もっ と深 刻 で あ った 。 設 備 増 強 や新 工 場 建 設 に は,中 核 と な って仕

事 をす る 人材 を社 内 か ら調 達 す る必 要 が あ った ♂ しか し,既 存 工 場 で そ う した

人材 が 必 ず し も余 って い るわ けで は.ない 。 ス ク ラ ップ ・ア ン ド ・ビ ル ドとは い

え,そ う した 人 員 を捻 出 す るに は,既 存工 場 の 要員 を見 直 し,熟 練 者 を引 き抜

き,新 卒 者 で 補 う とい う し くみ を 使 うほ か は な か っ たで あ ろ う。

さ て,1965年 会 社 は まず,ア ー サ ー ヤ ン グ社 か らマ ネ ー ジ メ ン トサ ー ビ ス を

うけ るた め に コ ンサ ル タン トを招 い て,改 善 す べ き点 の指 摘 を う けた 。 そ の 勧

告 に も とづ いて 「シ ステ ム部 」 を 設 置 した 。最 初 の仕 事 は本 店 大 阪 事 務 所 の 業

務 内容 につ い て作 業 測 定 を行 な い,業 務 の改 善 をす すめ る こ とで あ った 。 さ ら

に,関 係 部 署 な どの 依 頼 に よ って 測 定,改 善 を お こ な う と と も に,.全 社 的 な業

務 基 準 の策 定 ・変 更 が 必 要 で あ る の で,そ の活 動 は継 続 的 に な され る もの とさ

れ だ%組 合 の ス タ ンス は つ ぎの よ う.なもの で あ った 。 「この よ うな 科 学 的 な

手 法 に よ る作 業 改 善 は 必 要 と考 え て い る が,い ず れ に して も これ らの 改善 は 会

社 のみ の判 断 で 実 施 に移 さ れ るべ きで は な い。 組 合 や そ こ に働 く人 た ち の 意 見

を じ ゅ うぶ ん に聞 い た うえ で,試 行 を繰 り返 しなが ら,無 理 の な い 方 法で,生

産 性 φ 上 が る方 向 に 展 開 さ れ る べ きで あ る。」43}

42)『 東 レ組.合 新 聞』X500号(1966年5月9日)。

43}同 上 。
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そ の背 景 に は,賃 金 上 昇,労 働 時 間 短 縮,定 年 延 長,そ して技 術 革 新 の 急速

な進 展 が あ.つた。 作 業 の見 直 し に よ って,一 人 あ た りの生 産 性 を向 上 させ,賃

金上 昇 に対 応 して い こ う と した の で あ る。 そ れ は高 能 率 高 賃 金 をか か げ る組合

に とっ て も,望 ま しい もの で あ った 。 要 員 管理 問題 が 当時 大 き な テー マ とな っ

た背 景 に つ い て,組 合 の 生 産 対 策 部 長 は 語 る1%「 現 在 の 状 況 を一 言 で い え ば,

余裕.人員 の吸 収 か ら少 数 精 鋭 化 へ の 転換 期 で あ る。 … … まず,要 員 の 質 を見 つ

め た 場 合,こ こ2,3年 は事 業 の 拡 大,縮 小 に よ る 人 員 の ア ンバ ラ ンス を配 置

転 換 に よ っ て解 消 しなが ら一 方 で は 今後 予測 され る全 国的 な労働 力不 足 を補 う

た め 自動 化 な どの 設 備 投 資,.組 織 シ ステ ム,作 業 改 善,外 注 移 管 な どを行 な っ

て,年 間千 名程 度 の人 員 を減 少 させ て い く もの とお もわ れ る。従 って現 在 の よ

うに年 間3千 名 に も及 ぶ 自然 減 耗 を,補 充 しな いで 生 産 を続 けて い くこ とは考.

え ら れ な いが,今 まで 減 少 した 人 員 は 生 産拡 大 を見 込 んだ 余 裕 人 員 を含 んで い

た た めで 実 質 的 に は これ か らの 千 名 の ほ うが きび しい 人 員 削 減 とい え るだ ろ う。

ま た,要 員 の質 の 面か ら と らえ て み れ ば技 術 革新 に よ っ.て労働 集 約 的 産業 か ら,

資 本 集 約 的産 業 へ の転 換 ス ピー ドが増 し,少 数 精 鋭 化 が はか られ る。」

さ て,要 員 管 理 に 関 す る労 使 協 議 は,要 員 分 科 会 の 下蔀 機 構 と して 労 使 で

「要 員 管 理研 究 班 」 が1966年6月 に発 足 し,「 生産 変 動 に 対 応 し う る弾 力 的 な

要 員 管理 シ ス テ ム の確 立」 に つ い て 研 究 して い た45,6そ れ はい わ ば,想 定 され

る最 低 作 業 量 を基 準 とす る もの で あ る。 具 体 的 に は,岡 崎 工場 の紡 糸(男 子)

と引 伸(女 子).を モデ ル と して,研 究 班 が 実 際 に交 代 勤 務 な どを お こな い,業

務 を分 析 した 。 翌 年1月10日 の 「要 員管 理 研 究 班 会 議 」 で,『 新 しい 葵 貝 管 理」

の 中 間答 申が ま とめ られ た 。 そ の具 体 的 な 内容 はつ ぎの よ うな もので あ った妬:h。

ま ず,「 作 業 の時 間外 処 理 」 が 提 案 され た。 これ は,時 刻 に 制 約 の ない よ う

な特 定 作 業 を取 り出 し,こ れ を 登録 して労 使 で 確 認 し,時 間 外 に処 理 す る もの

で あ る。 「この 方 法 を 実施 す れ ば 生 産 量 が 多 くな っ た り,要 員 が 不.足 した 場 合

44)「 東レ組合新聞』第130号 〔1966年12月19日)。

45)同 上,第522号(1966年10月17日 〉。

4の 同上,第53〔〕号(1966年12月19日)。

』
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は,特 定 の 時 間外 作 業 処 理 を多 く し,逆 の 場 合 は 時 間 内 に 処 理 す るか ら,'所 定

就 業 時 間 内 の作 業 量 は安 定 し,従 来 か らや や 不 明 確 で あ った 生 産量 に対 す る 要

員 の設 定 が 明確 に な り,し か も必 要 以 上 の 人 員 を 抱 え た り,配 置 転 換 な ど に

よ って す ぐ補 充 しな けれ ば な らない とい った 事 態 を避 け る こ とが で きる」 と さ

れ た 。 ま た標 準 作 業 量(定 員}の 設 定 は,「 労 働 の強 さ,労 働 の密 度,作 業 環

境 」 の 三 つ を 測定 す るが,そ れ だ けで 決 め るの で は な く,そ れ と 「職 場 に お け

る話 し合い 」 を併 用 して,「 立 案 → 計 画→ 試 行 確 認 の手 順 を経 て 実 施 され る も

の を個 人 あ るい は グル ー プ の標 準 作 業 量 と して 認 め て い る 。」 した が って1「 作

業 量 お よび 人 の数 は 固定 的 な もので なく,職 制 の 管 理 能 力 と作 業 に たず さわ る

人 の 意欲 に よ って 変わ る ものだ 」 とされ た 。

こ う した 要 員管 理 の と きに問 題 とな るの が 休 日の扱 い で あ る 。 これ につ い て.

は,「 働 く と きは働 き休 む とき は休 む とい う考 え方 で,そ の年 に発 生 す る年 休

お よ び特 定,協 定 休 日を100%と れ るよ うに す るた め に ど うず れ ば よい か 検 討

して い る」 と し,そ の 方法 と して 「休 日,休 暇 要 員 の 設定 」 と相 互 互譲 の精 神

で 職 場 ご との 自主運 営 に よ って 計 画 取 得 が 志 向 さ れ た 。

こ う した厳 格 化 され た要 員 管 理 の 導 入 につ い て,組 合が メ リ ッ トと理 解 して

い た の は次 の 点 で あ る4%「 ▽ 全 般 につ い て。 この シ ス テ ム を実 施 す る 際 に は

す べ て労 使 で 確 認 して実 施 す る こ と にな るの で,職 場 に お け る事 前 協 議 を徹 底

す る必 要 が あ り,産 業 民 主 主 義 が 職 制 に も浸 透 す る 。▽ 生 産変 動 お よ び要 員 変

動 に対 処 す る シス テ ム。 時 間外 作 業 を行 な うの で デ メ リ ッ トもあ るが,要 員 の

不 足,余 剰 を緩 和 して無 理,ム ダ を少 な くす る と と もに所 定 時 間 内 の労 働 量 は

一 定 に保 つ こ とが で き
,標 準 作 業 量,標 準 要 員 数 が労 使 で 確 認 で き る。 従 って

な し くず し的 な合 理 化 を 阻止 で き る。 ▽ 新 しい 交代 方 式。 現 在 の3組3交 代 で

は,夜 勤 あ けに長 歎(12時 間)が あ り,健 康 管 理 上好 ま し くな いが,7組3交

代 方 式 を採 用 す る こ とに よ って,こ れ が 解 消 で き,各 組 ご とに い っせ い 公 休 が

とれ る。▽ 休 日休 暇 管 理 シ ス テ ム。 発 生 す る 休 日休 暇 の完 全取 得 を 目的 と した

47)r東 レ組合新聞」第535号 〔1967年1月23日)。
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異動をめぐる労使協議の変遷〔2:1(33)認

シ ス テ ムで あ る。 この 方 法 は 各 職 場 ご との 自主 的 な運 営 を 中心 と して い るの で,

相 互 互 譲 の精 神 と責 任 を も った行 動 が 要請 され る。」

残 業 を前 提 と した シス テ ムで あ る とい う固有 の問 題 を認 識 しつ つ も,高 能 率

化 の要 請 を受 け入 れ るな か で,組 合 は事 前 協 議 の深 化 と高 賃 金 要 求 を可 能 とす

る もの と して,新 し く厳 しい 要 員 管理 シス テ ム を積 極 的 に受 け入 れ て い った の

で あ る。 業 務 分 析 の 結 果,作 業 の再 構 成,交 代 制 度 の変 更,減 耗 要 員補 充 の方

法,リ リー フ シス テ ムの確 立,外 注 移 管 作 業 の範 囲,パ ー トタ イマ ー の活 用 な

ど全 面 的 な 作 業 シ客 テ ム の見 直 しが 労 使 共 同で お こ なわ れ た。 組 合 の 関与 が 単

に会 社 の 見 直 しに対 す る意 見 の表 明 に とど ま らず,ま さ し く見 直 し作 業 そ の も

の に まで 及 ん で い る こ とは注 目す べ き こ とで あ る。

当 時 の状 況 を 組 合 新 聞 はつ ぎ の よ うに 記 し て い る鳩㌧ 「昭 和40年 不 況 を 境 に

企 業 の体 質改 善 が 図 られ,ま た 最 近 の 新 規 事 業 の拡 大 が進 め られ る 中で 企 業 の

要 員 管 理が 急 速 に進 め られ,労 働 組 合 に と って も人 と仕 事 の 質 ・量 の問 題 は大.

き な関 心 事 と な っ て い る 。」 要 員 管 理 の 厳 格 化 が は じま っ た ユ967年 以 後,と く

に1968年 に 入 る と好 景 気 の なか で従 業 員 と くに若 年女 子 の定 着 化 問 題 が 発 生 す

る。 好 況 の 中で,転 職 す る女子 が拡 大 し,そ の結 果,休 日を十 分 に取 れ ない 状

況 に な った ので あ る4'}。東 レの利 益 は1965年 上期 の14億 円 を ボ トム と して 急 増

.し,1966年 上 期 に は31億 円,1967年 上 期 に は61億 円,68年 上 期 で72億 円,69年

上 期86億 円,70年 上 期87億 円 に ま で 及 ん だ 。 売 り上 げ も,65年 上 期 の889億 円

か ら70年 上期 の1583億 円 とな った。 だ が,労 使 と も要 員 管 理 厳 格 化 の 方 向 に 変

化 は なか った 。 人 員 は この5年 間 に大 幅 に減 少 して い る。1965年 の29661人 は,

]970年 に は,21657人 に な っ た の で あ る。 実 に8千 人 の 減 少 で あ る。 確 か に,

東 レ ・エ ン ジニ ア リ ングへ の出 向(後 出)が この 間 に お こな わ れ て い る が,出

向 者 を.含む 在 籍 人 員 で み て も,.約5千 人減 少 して い る働。 組.合は1970年 の定 期

48)陳.レ 組合新聞』第703,(19708月24日)。

49)同.h,第584号(1968年2月12日 〉,第58鰐'(19昌8年3月18日)。

50)東 レ株式会社 〔1977)『東レ50年史1926-19761,504ペ ージ,207ペ ージ。前出の図1も 参照

のこと。
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年の定期大会において 「総合要員対策」についての方針を決定 し,「要員総点

検運動」をおこなった。主な項目は,早 出残業 ・サービス労働 ・年休 ・職場の

人間関係 ・教育訓練 ・職務拡大 ・多能工化 ・仕事の仕組みとや りがい ・労務構

成問題 ・転勤者の苦情であった。

組合は要員総点検運動のアンケー ト結果をもとに,要 員分科会で,会 社に対

して要望を出している。この時期の要員管理厳格化の一例 としてあげられるの

が,研 究地区の要員異動である51}。これは,「研究体制の強化,豊 富な能力 ・

知識と人材の有効活用,研 究機能の一元化,職 務 ・年齢 ・資格構成の再配置,

,一 という礁究 ・将来の長期展望にたっておこなう」ことを目的に,1970年 末に会

社が提案 したものである。労使は組合役員,職 制 ・労務による要員異動対策分

科会を設置 して,こ の問題にとりくんだ。組合員の不満を汲みとりながら,.い

かに異動をスムー.ズにするのかという仕事は,企 業別労働組合に科せられた実に

地味な作業である6そ うしたことが反映 しているのであろう,組 合新聞には,つ

ぎのような文面が載っている。「組合員から出た問題内容は多種多様にわた り

……かなり多くの問題を個別的にとりあつかった。その中で組合員自身もかなり.

反省しなければならない様な問題も見受けられたことを遺憾ながら申し添える。」.

1971年 の定期大会の第4議 案 「総合要員対策について」では,要 員総点検運

動のアンケー トや職場点検活動にもとつ く,教 育訓練やサービス労働などの問

題解決を目標 としてあげているほか,.要 員設定について,つ ぎのように述べて

いる吻。「要.員の質 と量を考えた決定(要 員設定)に ついて,… …労使間の考

え方が異なる点については,要 員分科会要員小委員会の場で協議 し,私 たちが

納得 して働 ける要員設定方式を労使協議決定できるよう努力 していきます。要

員設定についての協議の場は,直 接要員 と仕事の実態を把握 している職場単位

(たとえば支区)が 望ましく,組 合としてそれにふさわしい組織 のあ り方,確

認の方法などについて,各 支部の現状 とその長短を比較検討していきます。そ.

51)『 東 レ組合新聞」 第728号(1971年3月15口).

.52)同 上,号 外.「 定期大会議案特集」.(1971年8月9目)。
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異動をめぐる労使協議の変遷㈹.(35)35

して 要 員 に 関す る諸 確 認 につ い て,本 部 ・支 部 さ らに職 場 段 階 の役 割 りを明 確

.に して い き ます 。」

(4)分 社 化 と出 向 … … 東 レ ・エ ン ジニ ァ リ シ ヶへ の大 量 出 向

この時 期 は,要 員 合 理 化 と と も に.分 社 化 に と もな う出向 が 本 格 的 に始 ま っ

た時 で もあ る。 幹 部 社 員 の技 術 指 導 や 管理 職 の 出 向 で は な く,ま た雇 用 調 整 と

して の 出 向で も ない,ま さ し く 「企 業 本体 の ス リム化 と分 社 化 」 を 目的 とす る

大 量 出 向 の登 場 で あ る。 東 レ ・エ ンジ ニ ア リ ン'グ(以 下 で は,TEKと 略 記)

は,前 身 を東 洋 工 事 株 式 会社 とい い,196⑪ 年 に 設立 され た。 当初 は,東 レの 工.

務 部 門 と表 裏 一 体 と な り各 工 場 の保 全 工 事 を担 当す る.会社 と して,ス ター トし

た。62年,資 本金 を1億 円 に 増資 す る と と もに,東 レが もつ 繊 維機 械 や 化学 装

置 プ ラ ン ト技 術 な どの ノ ウハ ウを 委譲 して エ ン ジニ ア リ ング会 社 と して 発展 さ

せ る こ と と な り,社 名 も東 レ ・エ ン ジニ ア リ ン.グ株 式 会 社 と変.更 した 。 しか し,

1965年 不 況 と と も に,東 レの 設 備投 資 が急 減 して しま っ たeTEKな らび に東

レ工 務 部 の双 方 で,余 剰.人員 が 発 生 した わ けで あ る 。 そ こで,東 レの 工 務 部 門

の 人材 や技 術 を活 用 し,事 業 化 す る構 想 が 生 まれ,「 新 工 務 体 制 」 の名 の も と

に,東 レ ・工 務 部 か らTEKへ の 大量 出 向 の提 案が,1966年1月 の労 使 経 営協

議 会 で 会 社 か ら な され た の で あ る。 そ れ は従 来,工 務 部 に属 して い た 仕 事 の か

な りの部 分 をTEKに 委 譲 す る もの で あ っ た。

申 入 書

各工場の.合理化計画に即応 して,工 務部 門現体制 のカ を十分 に活用 し,こ れ と併せ

これ までの.東レ ・エ ンジニア リング株式会社 を質,量 ともに充実 した ものにす るため,

工務部門の新体制移行を実施 したい。 これ に ともない,各 事業場工務部門 より東 レ ・

エ ンジニ アリング株式.会社へ組 合員の大量 出向を行いた く,中 央労働協約 第22条 ただ

し書籍2号 によ り申 し入れいた します。

なお,本 件のついて中央労働協約 ただ し書 第2号 により,協 約の結果同意に達 した

場合は,本 内容によ り協約締結 いた した く存 じます。
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記.

1.新 体制 移行.スケジ ュール

1.営 繕 関係 につ いては,3月 中に問題の解決 と人員配置を行い,41年4月 か ら新

体制で発足す る。

2.機 械,電 気 計測 関係 について は,4月 か ら工事 部(課)制 の組織で発足 し,

41年 上期 中を問題把握 と運営方式 についての検 討準備期 間と し.m月 か ら工事部

(課)が,東 レ ・エ ンジニア リング株式会社 に移行する。

H.出 向人.員及び出向時期

ユ.営 繕 関係

.・出向時期41年4月 ・出向人員(省 略).. .

2.電 気,機 械,計 測関係

・出向時期41年10月 ・出向人員 未定(工 事部が移行す る形を とる)

ただ し,事 情 によ り,時 期,人 員 とも若干異動 を生 じることがあ る。

皿.出 向要領

1,出 向者の決定 細部 については事業場労使 におい て協議す る。

2.出 向者の待遇 昭和39年3月24日 に締結 した 「出向者の取 り扱いに関す る確

認書」の定め るところに準 じて行 う。....以 上

この申し入れにたいして,基 本的には組合は了承 し,特 別委員会を設置 して,

組.合員の身分保障,組 合間関係などについて明確化をはか り,つ ぎのような確

認書が締結されている。組合史によれぽ,こ の確認書の基本的な考え方は,

「組合員に対 し,こ れまでの東 レ在勤時と同等の安定感,い いかえれば安心 し

て新会社で働ける保障を組合が行 うことであった。」

工務新体制出向者の取 り扱 いにつ いて

東 洋 レー ヨ ン株 式会社 と東洋 レー ヨ ン労 働組 合 とは,工 務新体 制 にと もな う トー

レ ・エ ンジニア リング(以 下出向先 とよぶ)へ の出向者の取 り扱い に関す る議事 につ

いて次 のとお り確認す る。

L従 業.員の資格 出向中 も当社の従業員資 格を有 する。従 って 身分証 明書は 当社

の もの も.発行 し,バ ッジの返却 も不要 とす る。
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2.在 籍部署 本社社 員,事 業場社員 とも出向先7部,所 単位によ り当社 最寄事業

場 とす る。

3.出 向期間 期 間および更新 とも 「出向者の取 り扱いに関する確認書」 どお り行 う。

4.転 勤,転 籍 〔ll当社 の慣行 に準ず る。②職種転換 の成績 保障(事 業場社 員)に

ついて も当社 の慣行 による。〔3}当社 の⊥務関係 に欠員を生 じた場合 は,要 員 の実情

をみて措 置を講ず る。.

5.教 育訓練 教育訓練 は原則 として出向先で行 うが,一 般教育(管 理監督者教育

等)は 出向先で実施で きる体制が ととの うまで当社 で代行す る。

6.文 化,体 育活動(1>運 動会 は出向先従業員を含めた全 員の参加 を認め る(こ れ

につ いては事業場で判断 する)。(21各課対 抗 は原則 と して出向先独 自で実施す る。

ただ し.当 社 の各課対抗 に参加希望があれば認 めて もよい(こ れについて も事業場

で判 断す る)。(注:出 向先独 自で実施を原則 とするのは,出 向党内 における従業.貝

関係 の向上 を目指す趣 旨であ る)陶 施設の貸与 は当社従業 員 と同様 とす る。〔4>用具

については出向先で準備 する。⑤ 部活動 は当社 の各部 への所属 を認め る。(注:当

分 の間出向先独 自の部 はつ くらない意向)

7.福 利厚生施設 の利用 社宅,寮 等当社福利厚生施 設の利用 につ いては当社従業

員 と差別 しない。

8.作 業服.当 社 と同一の ものを使 用 し,帽 子 で区別す る。 ただ しこれに よ り難い

場 合は事業場で検討す る。

9.労 使協議 の方法(1)出 向先,出 向先 労働組 合および出向者 間の労使協議は関係

者同席 して行 うことを原則 とす る。(2附 議事項 は当社労働協約 の定め に肇ず る。(3)

出向先,主 張所 または連絡所の労使協議 も同様 に行 うが,オ ブザーバー として当社

支部役 員の出席 を認め る。

10.時 間外勤務協定の締結 出向先,出 向先労働組合 および 出向者代表の三者で協

定す る。労働協約覚書第16条 の取 り扱い につい ては当社 と同様 とす る。.

Il.上 記以外の取 り扱 いにつ いては,昭 和39年3月24日 に締結 した 「出向者の取 り扱

いに関す る確 認書」 の定める ところによる。

智 昭和41年4月15日

東洋 レー ヨン株式 会社 東洋 レー ヨン労働 組合

勤 労部長 堀 江 毅 書記長 茎 田 重 喜
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雇用調整とは異なり,ど うしても出向しなければならない根拠の希薄なこの

事例は,「会社別雇用管理搾 がいかにして行われるようになるのかを示す もの

として理解できるであろう。組.合史には明確に書かれていないが,組 合員の間

には不安だけでなく,な ぜ出向になるのか とい う不満も存在 していたはずであ

る。出向者の労働条件 とくに賃金は保証され,身 分証明.書やバ ッチか ら作業服

にいたるまで,「 東 レの社員 としての印」 は,一 応確保されたものの,「社員

性」の一定の希薄化に対 しての抵抗は強かったことが予想 されるのである6こ.

れは,後 の出向制度見直しと強く関係 しているようにおもわれる。 この取 り扱

書にもとづ き,6ヶ 月間の試行を経て,1966年10月16日 づけで約21000人 の工

務関係者がTEKに 出向していった。

さて,そ の出向制度見直 しが1970年 におこなわれている。ほとんどすべてが

.出向.者からなる会社への出向の扱いがその他の会社と区分された。 これ らの会

社.4社(TEK以 外の3社 は全員出向社員からなる分社)の 圧倒的な部分が出

向者で構.成されているという実態を踏まえ,労 働協約については東 レの労働協

約を全面的に遵守し,東 レと何等変わ らない労働条件を保障する一方,出 向期

間については期限を定めないとするものである。第一次オイルショック期に執

筆された 『東 レ労働組合史 第三巻』の分析によれぽ,当 時の客観状況が大 き

かった鋤。企業 としては,「①高度経済成長の絶頂期 にあ り,東 レの経営路線

も潤沢な資金と技術力.によって意欲的に多角化路線を推進 していた。② しかし,

53)暴 な る職歴の労働者 を別会社採用 した り,あ るい は積極的に分社,子 会社を設立す るこ とで,

生産単位 としては同...・企 業に属すが,職 層 の異 なる労働者 を別の会社の従業員 とする ことで管理

してい くとい う日本の企業で現在ご く...般的となってい る雇用 システ ムをこう名づけた。 もし,

企業が,職 層の異なる労働者 をそ うした ものと して処遇す ることが当然である とすれば,な にも

社外工や派遣労働者を使用す る必要はない。 たとえ職層 は.異な っていて も,同 じ会社 の従業 員で

あ る以上は 「社 員」 として少 な くとも制度上 同等 に扱 えという,日 本の労働者たちの思想が,そ

してそれを体現 した 日本の企業 別組.合の活動が,企 業 にこうした雇用 システムを採用 させたので

はないだろ うか。なお,本 稿 のテーマに直接 関係す るものとして,こ うした企 業別組 合を 「.企業

主義的組合主義」 と呼び,高 度成長期 における労使協議制 の定着 を論 じた上田論文が ある。ぜ ひ

参照 されたいひ上田修 口994)「 労使協議制の定着 と組合機能」 〔問宏編著 『高度経済成長下の生

活世界』,.文眞.堂)所 収。

54)1東 レ労働組合史 第3巻 」64B-650ペ ージ。
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経営の基本は東 レ本体の企業拡大であ り,関 係.会社はあくまで も東 レの収益向

.ヒのための補完的機関であった。③ したが って,関 係会社自身の企業基盤や経

営実態に関係なく,東 レからの出向者に対する労働条件の維持,保 障は東レ.本

体の力によって可能であった。④人事,労 務管理面において も東 レで一元的に

.管理する方が全体 として,合 理的であ り効率的である。一方組合側からみた場

合,① 東 レ在籍で出向する限 りにおいては東 レ労働組合の組合員であ り本体の

組合員と同一の労働条件を確保 し保障する必要がある。②労働組合の経営参加

に対する気運が,高 度成長期の.ひずみ として社会問題化 しは じめた公害対策な

どを通 じて高まっていた。③そのような中で,ま ったく同質的に経営されてい

る関係会社に対する関心も強 く,職 場環境などについて組合が直接関与できる

態勢の整備が一般 組合員の声 として強 くなっていた。」・

『組合史』自体が回顧 しているように,70年 の出向制度の見直しは,出 向組

合員の地位を通常の組合員とほぼ同等にしたとい う意味で画期的なものであっ

たが,そ れば 「会社別雇用管理」の後退ないしは撤廃にほかならなかったがゆ

えに,第 一次 オイルショック後には,そ の見直 しが再び,労 使で話 し合われる

ことになるのである。.、.〔 未完〕


